
証券コード　5973

平成29年６月12日

株 主 各 位

大阪府四條畷市中野新町10番20号

代表取締役社長 北川芳仁

第78回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

　さて、当社第78回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの

で、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権

行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成29年６月28日（水曜日）

午後５時までに到着するよう折返しご送付いただきたくお願い申しあげます。

敬　具

記

１．日 時 平成29年６月29日（木曜日）午前10時

２．場 所 大阪府四條畷市中野新町10番20号　当社本社３階会議室

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第78期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会

の連結計算書類監査結果報告の件

２．第78期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）

計算書類報告の件
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決 議 事 項
＜会社提案 : 第１号議案から第８号議案まで＞

第１号議案 　剰余金の処分の件
第２号議案　定款一部変更の件
第３号議案 　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件
第７号議案　取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）

に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
第８号議案　役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金の打切り支給の件

＜株主提案 : 第９号議案から第11号議案まで＞
第９号議案　定款の新設の件
第10号議案　剰余金の処分の件
第11号議案　取締役１名解任の件

４．議決権行使にあたってのご注意
　本総会におきましては、上記のとおり株主提案がなされており、その内
容は後記の株主総会参考書類の第９号議案から第11号議案までに記載して
おりますが、取締役会としてはこれらの議案に反対しております。

＜第１号議案及び第10号議案の議決権行使に関する注意事項＞
　第10号議案は第１号議案の会社提案と両立しないため、賛否の表示はい
ずれか一方に行ってください。
　共に賛成された場合は、第１号議案及び第10号議案への議決権の行使は
いずれも無効として取り扱わせていただきます。

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。
　なお、株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が
生 じ た 場 合 は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト （ ア ド レ ス
http://www.toami.co.jp）に掲載させていただきます。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

(平成28年４月１日から)平成29年３月31日まで

１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

当期におけるわが国経済は、中国の政策投資や米国新政権への期待感な

どによる世界経済の回復を受け、輸出企業の業績改善とともに企業収益も

高い水準を維持したことから、製造業を中心に設備投資も堅調に推移し、

復興・防災事業などによる公共工事の本格化と雇用所得の改善による個人

消費の持ち直しとが相まって、国内景気の緩やかな底上げを促しました。

一方、英国のＥＵ離脱や欧米を中心に広がる保護主義の台頭、中東・朝

鮮半島における政治情勢への不安などから、世界経済の先行きに不確実性

と不透明感を残すこととなりました。

当社グループの主な事業分野である建設・土木業界におきましては、首

都圏を中心にオリンピック関連事業に係る建設需要の増加が見込まれ、建

設業全般としても着実な回復基調を辿りました。

しかしながら、当社の主力分野である民間非住宅建設投資におきまして

は、近年着工面積が緩やかに回復しつつあるものの、中長期的には鉄骨建

築及び鉄筋コンクリート建築の縮減傾向が続き、そのため鉄筋需要自体も

減少しつつあることから、価格競争が継続し、結果として受注採算の悪化

を招き、売上高及び出荷数量を絞り込まざるを得ない側面も生じました。

このような環境において当社グループは、採算重視の営業方針のもと、

小口受注と選別受注を優先しながらトーアミＣＤメッシュなどの戦略製品

の投入にも注力してまいりましたが、当社グループの当期の売上高は、111

億92百万円（前期比17.1％減）となりました。

損益面におきましては、材料線材の調達管理を徹底し、製造コスト及び

経費の削減にも引き続き取組むとともに、鋭意販売価格の改善を図り利益

率の向上に努めましたが、急激な材料価格の高騰により製造コストが上昇

し、その結果、営業利益は２億43百万円（前期比30.4％減）となり、経常

利益は３億51百万円（前期比13.0％減）、親会社株主に帰属する当期純利

益は３億39百万円（前期比6.4％減）となりました。

当社グループの売上高を品目区分別に示すと、次のとおりであります。
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区　分

第　77　期
（平成28年３月期）

第　78　期
（平成29年３月期）

前 期 比 増 減

金    額 金    額 金  額 増減率

千円 千円 千円 ％
土 木 建 築 用 資 材 13,499,339 11,192,599 △2,306,739 △17.1

合 計 13,499,339 11,192,599 △2,306,739 △17.1

②　設備投資の状況

  当期中において当社グループの生産能力に重要な影響を及ぼす設備投資

は実施しておりません。

③　資金調達の状況

　当期中に増資あるいは社債発行、長期借入金等、特別の資金調達は実施

しておりません。

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

①　企業集団の財産及び損益の状況の推移

区　分
第75期

(平成26年３月期)
第76期

(平成27年３月期)
第77期

(平成28年３月期)
第78期

(平成29年３月期)

売 上 高（千円） 15,061,293 15,161,425 13,499,339 11,192,599

経 常 利 益（千円） 363,997 372,295 404,003 351,530

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

（千円） 422,213 305,689 362,613 339,276

１株当たり当期純利益（ 円 ） 68.64 49.70 58.95 55.16

総 資 産（千円） 14,924,050 15,151,129 14,721,422 14,606,186

純 資 産（千円） 10,188,312 10,524,280 10,726,867 11,023,849

１株当たり純資産額（ 円 ） 1,656.34 1,710.97 1,743.91 1,792.19

②　当社の財産及び損益の状況の推移

区　分
第75期

(平成26年３月期)
第76期

(平成27年３月期)
第77期

(平成28年３月期)
第78期

(平成29年３月期)

売 上 高（千円） 13,335,983 13,384,130 11,953,294 9,893,130

経 常 利 益（千円） 308,697 321,789 391,705 291,673

当 期 純 利 益（千円） 363,494 254,282 332,227 300,837

１株当たり当期純利益（ 円 ） 59.09 41.34 54.01 48.91

総 資 産（千円） 13,068,984 12,992,787 12,886,011 12,785,180

純 資 産（千円） 9,613,315 9,975,323 10,193,648 10,432,563

１株当たり純資産額（ 円 ） 1,562.86 1,621.73 1,657.22 1,696.06
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(3) 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

住倉鋼材株式会社 50,000千円 100.00％
土木建築用資材（溶接金網、フ
ープ等）の製造販売

(4) 対処すべき課題

　当社グループを取り巻く事業環境といたしましては、震災復興事業や防災

関連事業による公共投資需要の本格化などの影響により、建設業界全体とし

ては労働力不足や一部の資材高騰などの懸念材料が取り沙汰されるものの、

首都圏を中心とするオリンピック関連事業の着工や、大都市圏におけるホテ

ルなどの宿泊施設の建築需要が加わり、短期的な建設業界の受注環境につい

ては堅調な推移が見込まれております。

　しかしながら、このような建設需要も中長期的に見れば、国内の少子高齢

化による人口減少の問題とも相まって、将来的な建設ニーズの見通しは極め

て不透明になりつつあり、建築工法の多様化なども進めば、鉄骨及び鉄筋コ

ンクリート造の建築物に係る着工面積は減少傾向を辿るものと推測されます。

　このような環境において、当社グループは利益重視の営業方針のもと、材

料の調達管理の徹底及び製造コストの低減を図ると共に、今後生産性の向上

のため生産設備の近代化・合理化・効率化投資をも見据え、また営業面にお

いてはさらなるクイックデリバリーによる優位性を武器に、業績及び企業価

値の向上に鋭意努めてまいります。

　また、顧客のニーズに対応する製品、サービスを提供し、更なる企業競争

力、企業体質強化に努め、以下の施策を今後とも実践し、将来にわたる事業

の発展に邁進してまいります。

①  潜在需要の喚起と商品力の強化

②  高付加価値化の推進

③  顧客密着型の事業体制の整備と営業力の強化

④  販売エリアとシェアの拡大

⑤  社員の活性化

　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜ります

ようお願い申しあげます。
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(5) 主要な事業内容（平成29年３月31日現在）

  当社グループは、建材製品の専門メーカーとして、土木建築用資材の製造、

販売を営んでおり、他社商品の仕入、販売も行っております。

(6) 主要な営業所及び工場（平成29年３月31日現在）

①　当社の営業所及び工場

事 業 所 名 営 業 内 容 所 在 地

本社 － 大阪府四條畷市

関東事業部 営業部・千葉工場 千葉県白井市

中部事業部 営業部・愛知工場 愛知県岡崎市

関西事業部
営業部・奈良工場 奈良県生駒市

営業部・四條畷工場 大阪府四條畷市

中国事業部 営業部・岡山工場 岡山県瀬戸内市

北九州事業部 営業部・福岡工場 福岡県飯塚市

南九州事業部 営業部・都城工場 宮崎県都城市

②　子会社の営業所及び工場

会 社 名 営 業 内 容 所 在 地

住倉鋼材株式会社 営業部・本社工場 福岡県北九州市

(7) 使用人の状況（平成29年３月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前 期 末 比 増 減

254名 7名減

（注）  使用人数は就業人員数であり、臨時従業員（準社員及びパートタイマー）は含んでおり

ません。

     ②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

223名 4名減 43才9ヶ月 15年3ヶ月

（注）　使用人数は就業人員数であり、臨時従業員（準社員及びパートタイマー）は含んでおり

ません。

(8) 主要な借入先の状況（平成29年３月31日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 り そ な 銀 行 600,000千円

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 390,000千円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 160,000千円
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２．会社の現況

(1) 株式の状況（平成29年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 22,000,000株

②　発行済株式の総数 6,400,000株

③　株主数 1,618名

④　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持株比率

セ ン ト ラ ル 硝 子 株 式 会 社 1,104
千株

17.95
％

東 洋 物 産 株 式 会 社 618 10.06

細 川 幸 祐 291 4.74

北 川 芳 仁 285 4.65

北 　 川 　 恵 似 子 190 3.09

ト ー ア ミ 従 業 員 持 株 会 165 2.70

田 　 中 　 真 知 子 140 2.28

玉 井 　 徹 103 1.67

北 　 川 　 麻 理 子 100 1.63

佐 々 木 　 裕 紀 子 100 1.63

（注）　当社は、自己株式248,950株を保有しておりますが、表記しておりません。

　なお、上記の持株比率は、発行済株式の総数から当該自己株式数を控除して計算してお

ります。

(2) 新株予約権等の状況

　該当事項はありません。
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(3) 会社役員に関する事項

①　取締役及び監査役の氏名等（平成29年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 会 長 北 川 芳 徳

代 表 取 締 役 社 長 北 川 芳 仁

専 務 取 締 役 遠 藤 　 博
業務統括本部長 兼
中部事業部長

住倉鋼材株式会社代
表取締役会長

常 務 取 締 役 服 部 利 昭 管理本部長

取 締 役 佐 々 木 　 利 　 昭 海外事業推進担当 SMC TOAMI LLC 社長

取 締 役 木 村 芳 博

常 勤 監 査 役 吉 川 　 保

監 査 役 林 　 秀 春
林秀春税理士事務所
税理士

監 査 役 近 藤 正 和

（注）１．取締役 木村芳博氏は、社外取締役であります。

２．監査役 林  秀春及び近藤正和の両氏は、社外監査役であります。

３．監査役 林  秀春氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の

知見を有するものであります。

４．監査役近藤正和氏は、金融機関において融資・審査部門の要職を歴任し、長年にわた

って企業の経営分析及び再建に関わる幅広い見識と経験を有しており、財務及び会計に

関する相当程度の知見を有するものであります。

５．常勤監査役吉川　保氏は、20年間にわたり当社の経理部長を担当しており、財務及び

会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

６．当社は、取締役木村芳博及び監査役近藤正和の両氏を東京証券取引所の定めに基づく

独立役員として同取引所に届け出ております。

７．監査役林　秀春氏の重要な兼職先である林秀春税理士事務所と当社との間には特別の

関係はありません。
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②　取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 報 酬 等 の 額

取 締 役 7名 139,512千円

監 査 役 3名 10,000千円

合 計 10名 149,512千円

（注）１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．取締役及び監査役の報酬等の額には、当事業年度中に役員退職慰労引当金繰入額とし

て費用処理した12,160千円（取締役６名に対し11,760千円、監査役１名に対し 400千円）

が含まれております。

３．取締役の報酬限度額は、平成23年６月29日開催の第72回定時株主総会決議において、

年額250百万円以内となっております。

４．監査役の報酬限度額は、平成23年６月29日開催の第72回定時株主総会決議において、

年額20百万円以内となっております。

③　社外役員の主な活動状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役 木 村 芳 博
当事業年度に開催された取締役会の全てに出席し、必要に応
じ、金融機関出身者の見地から、発言を行っております。

監 査 役 林 　 秀 春
当事業年度に開催された取締役会及び監査役会の全てに出席
し、必要に応じ、主に税理士としての専門的見地からの発言
を行っております。

監 査 役 近 藤 正 和
当事業年度に開催された取締役会及び監査役会の全てに出席
し、必要に応じ、法令順守及びコーポレートガバナンス強化の観
点から発言を行っております。

④　社外役員の報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 報 酬 等 の 額 子会社からの役員報酬等

社外役員の報酬等の総額 3名 4,800千円 －千円

⑤　責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役木村芳博、社外監査役林 秀春及び近藤正和の各氏は、

会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任

を限定する契約を締結しております。

　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、各氏とも240万円又は会社法

第425条第１項に定める 低責任限度額のいずれか高い額としております。
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(4) 会計監査人の状況

①　名称

ネクサス監査法人

②　報酬等の額

公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 17,000千円

当社及び当社の連結子会社が会計監査人に支払うべき

金銭その他の財産上の利益の合計額
17,000千円

（注）1.当社と会計監査人との監査契約において、「会社法」に基づく監査と

「金融商品取引法」に基づく監査報酬等の額を明確に区分しておらず、

実質的にも区分できないため、報酬等の額にはこれらの合計額を記載

しております。

2.監査役会は、会計監査人による当事業年度監査計画の内容、監査時間

及び報酬見積り等の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につ

いて会社法第399条第１項の同意を行っております。

③　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任

に関する議案の内容を決定いたします。取締役会は、監査役会の当該決定

に基づき、会計監査人の解任又は不再任にかかる議案を株主総会に提出い

たします。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると

認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたし

ます。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後 初に招集される

株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いた

します。

(5) 業務の適正を確保するための体制

①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

・　企業として企業倫理や法令遵守の基本姿勢を明確にし、全ての取締役及

び使用人が社会の信頼に応えるコンプライアンス体制の維持向上を常に図

るため、代表取締役自らが継続的に企業活動の基本としてのコンプライア

ンス精神を遵守すべき旨伝達・啓蒙すると同時に、内部統制推進部門の責

任者として管理本部にリスク管理担当役員を置く。
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・　担当役員は、当社及び子会社の内部統制を推進するため、「リスク管理規

程」「リスク管理委員会規程」「コンプライアンス規程」「コンプライアンス

委員会規程」及び「トーアミ・グループコンプライアンス・マニュアル」を制

定すると同時に、当社及び子会社の事業部長等の幹部社員を委員とするリスク

管理委員会及びコンプライアンス委員会を設置し、リスク管理体制とコンプラ

イアンス体制の構築・整備・運用を行う。

・　リスク管理委員会は、リスク管理に関する当社及び子会社の全社的推進とそ

れらに必要な情報の共有化を図り、会社の損失を 小限にするための活動を統

括し、また、コンプライアンス委員会は、企業倫理やコンプライアンス精神の

強化及び向上・改善のため、具体的な施策を立案、検討し、それらのうち重要

なものは、当社及び子会社の取締役会に上程されると共に、全使用人への教育

の徹底を図ることにより企業文化としての浸透に努める。また、当該委員会

は、定期的にコンプライアンス体制を見直すと共に監査役及び内部監査室が連

携し、問題点の有無を調査し把握すると同時にその改善に努める。

・　当社及び子会社の取締役及び使用人が、「業務分掌規程」「職務権限規程」

及び「稟議規程」の基準に則って行う業務執行の中で、法令違反その他法令上

の疑義がある行為等について、早期に発見し是正するために、内部監査室がコ

ンプライアンス状況の監査を実施し、取締役会に報告すると同時に、社内報告

体制を一層強化するため、当社の内部監査室及び子会社の総務室に内部通報窓

口を設置し運用する。

（反社会的勢力排除に向けた基本方針）

・　当社及び子会社は、反社会的な個人及び団体からの不当要求やそれらに対す

る利益供与を排除し、毅然として対決していくことを「トーアミ行動指針」に

定めている。仮に反社会的勢力による事案が発生した場合には、管理本部総務

部を統括部署として情報を一元化し、組織的に対応することによりその遮断の

ための体制を整えると同時に、グループとしてそれらの勢力への対応方針を

「コンプライアンス・マニュアル」に定め、社内における研修や啓蒙により周

知徹底を図る。また、地元警察署との連携を密にすると共に、外部情報の収集

及び反社会的勢力と関係を遮断するために、外郭団体及び組織に加盟しその連

携を強化する。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・　取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、管理本部に統括責

任者として管理担当の取締役を任命し、情報管理体制の強化と共に「文書取扱

規程」「機密文書取扱規程」「情報管理規程」及び「内部者取引の規制及び内

部情報の管理に関する規則」に基づき、厳正に管理・保存を行う。また、取締

役及び監査役は、いつでもこの文書等に関し閲覧できる。
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③　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・　代表取締役は、当社の属する業界を含めた将来的・総合的な事業環境を
展望しながら定められた年次経営計画目標が、業務執行者である各事業部
長において、効率的に業務が遂行されるよう指導・監督する。それにより
各事業部長は、当該経営目標を達成する具体的な施策と重点事項を推進す
る活動体制を決定する。

・　取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」「業務分掌
規程」及び「職務権限規程」により、それぞれの責任や執行についての詳
細を定める。

④　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための
体制

・　グループ会社の経営管理及び内部統制については、その自主性を尊重し
つつ、「グループ会社管理規程」に基づく適切な管理運営を行い、グルー
プ全体の経営の効率性と健全性を確保する。また、重要事項・情報の共有
化を図ると共に、内部監査室によるグループ会社の業務遂行状況等の監査
を実施することにより、コンプライアンス体制の構築を図り、その実効性
を高めるべく必要に応じて、指導・支援を行う。

・　代表取締役は、グループ全体での業務の適正を確保するため、子会社の
経営者と日頃からコンタクトを密にして企業集団としての経営状況につい
て十分な協議をすると同時に、取締役及び監査役を派遣し、取締役は、子
会社の取締役の職務執行を監視・監督し、監査役は、子会社の業務執行状
況を監査すると共に、内部監査室が定期的に子会社の監査を実施し、グル
ープ経営の適正運営を確認できる体制とする。また、子会社も当社との連
携及び情報の共有を保ちつつ自社の事業規模及び機関設計等、その他会社
の個性及び特質を踏まえ、自律的に内部統制システムを整備することを基
本としており、当社は、その支援を行う。

・　当社及び子会社に重要な影響を与える不測の事態が発生した場合は、「経
営危機管理規程」及び「経営危機対応マニュアル」（リスク・マネジメン
ト・ポリシー）に基づき、当社の代表取締役社長を対策本部長とする危機
管理対策本部を設置し、迅速かつ必要な初期対応を行うと同時に、損害及
び影響を 小化するための体制を整える。

・　取締役会は、上記に基づくグループ管理体制の管理・見直しを行いなが
ら、問題点の把握と改善を指示する。

⑤　監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役か
らの独立性に関する事項

・　当社の規模及び監査の実務量から、現在は補助部門及び使用人は置いて
いない。今後においても、当面は監査役の職務を補助すべき使用人は置か
ないものとする。ただし、監査役がその職務を補助する使用人を置くこと
を求めた場合は、取締役会と監査役が協議し、内部監査室の使用人に監査
業務を補助する使用人として任命することができ、当該使用人は、監査役
の指揮命令下に置く。
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・　監査役の意見を聴取、尊重するとともに、業務監査の命令を受けた使用人
は、その他業務執行に係る役職を兼務せず、取締役の指揮命令を受けない。

⑥　取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への
報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するた
めの体制

・　当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社及び当社グループの業績や業務
の遂行に与える重大な法令違反、定款違反及び会社に著しい損害を及ぼす恐れ
のある事実並びにその他監査役会に報告すべき事項を発見した場合は、速やか
にその事実を監査役に報告するものとし、監査役は、いかなる時も必要に応じ
て当社及び子会社の取締役、使用人に対して報告を求める。また、当社及び子
会社の「内部通報規程」に準じてその違反行為の中止を命令すると同時に、監
査役への報告を行った当社及び子会社の取締役及び使用人に対して不利益な
扱いを行うことを禁じている。当該報告者に対して不利な扱いを行った取締
役及び使用人については、「懲戒規程」により懲戒処分に付する。

・　監査役は、毎月開催する取締役会の重要な意思決定並びに業務遂行の会議に
出席し、その状況を把握すると同時に意思決定の過程や業務執行の状況を把握
し、必要に応じて当社及び子会社の取締役にその説明を求め、また、代表取締
役との意思疎通を密にすることにより、問題の発生を的確に把握する体制を確
保する。

・　調査を必要とする場合には、「監査役会規則」に基づく独立性とその権限に
より、監査の実効性を確保するため、監査役は内部監査室に要請して監査が効
率的に行われる体制をとり、会計監査人との綿密な連携を図りながら、十分な
る監査成果の達成を可能にする体制を確立する。

・　監査役会では、重要事項について協議するほか、会計監査人と財務上の問題
点も協議する。

⑦　財務報告の信頼性を確保するための体制
・　当社及び子会社の財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法及びそ

の他関係法令に基づき、財務報告に係る内部統制が有効かつ適正に機能する体
制を整備、運用する。

(6) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制
・　取締役及び使用人は、当社の定める取締役会規則、コンプライアンス規程、

企業倫理規定、トーアミグループ倫理規範、トーアミグループ・コンプライア
ンスマニュアル等に則り行動するとともに、有事対応に備え、リスク管理規
程、経営危機管理規程、経営危機対応マニュアル（リスク・マネジメント・ポ
リシー）に基づき企業リスクを抽出し、それぞれ開催されるコンプライアンス
委員会及びリスク管理委員会において事案を審議・検討し、重要事項・必要事
項に関しては取締役会に報告し対策を講じている。
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・　これらは監査役会へも報告されると同時に、監査役が毎月開催する取締
役会にも出席し、取締役の業務執行が法令及び定款に適合していることを
監視・監督している。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・　当社の取締役及び監査役並びに内部監査室は、取締役会その他の重要な

会議ごとに作成される議事録が文書取扱規程に沿って適切に保管・管理さ
れ、随時閲覧又はその写しを入手できる体制となっている。

③　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・定時取締役会を毎月及び必要に応じて臨時取締役会が開催され、各議案の

審議・決定の他、職務執行が効率的に実施できる状況が確保されている。
・業績の進捗管理及び重要業務の執行については、担当取締役の他、各事業
部長等部門責任者からも随時報告させ、問題の検討を含む業務執行の適正
を確保している。

④　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための
体制

・当社の代表取締役が、毎月１回以上子会社を訪問し、代表取締役相互の定
期報告及び情報交換並びに指示伝達を行っている。また、重要な意思決定
については事前に当社の承認を得ることとしている。

・子会社の自主性及び独自性を尊重しながら、グループ会社管理規程に基づ
き適正な運営管理を行うと同時に、コンプライアンス及びリスク管理体制
においても共有し、子会社からは随時必要事項の報告を受けている。

⑤　監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役か
らの独立性に関する事項

・当社は、独立した内部監査室長を選任しているが、監査の規模等も勘案し
専任の監査補助のための従業員は配置していない。しかし必要に応じ本社
の管理本部責任者が、監査役の要請に応じ随時熟練した管理本部社員を補
助者として配置する体制を取っており、実務に当たっている。

⑥　取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への
報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するた
めの体制

・全監査役は、毎月開催の取締役会へ出席し、常勤監査役は取締役会のみな
らず営業責任者会議及び各事業部の責任者を委員とするコンプライアンス
委員会並びにリスク管理委員会等の社内会議へも適宜出席し、法令順守に
関する事項、リスク抽出の関する事項の他、取締役の業務の執行状況も把
握できる体制を確保している。

・本社管理本部責任者は、常時常勤監査役との報告及び情報交換の機会を持
ち、業務の執行状況及び発生する諸問題等についても必要に応じ意見を求
めている。

⑦　財務報告の信頼性を確保するための体制
・監査役は、会計監査人から事業年度の監査結果について定期的に報告を受

ける他、法令に基づく内部システムの整備状況等も確認し、適宜会計監査
人から監査状況を聴取している。
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成29年３月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　産　の　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

電 子 記 録 債 権

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 出 資 金

関係会社長期貸付金

退職給付に係る資産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

8,473,220

2,566,511

3,527,786

524,410

466,540

218,754

1,036,347

84,271

50,354

△1,755

6,132,965

4,975,308

832,495

374,819

3,746,531

7,479

13,982

53,675

53,675

1,103,980

633,410

182,432

77,130

136,362

80,584

△5,939

（負　債　の　部）

流 動 負 債 2,942,509

支払手形及び買掛金 1,280,083

短 期 借 入 金 1,150,000

リ ー ス 債 務 1,121

未 払 法 人 税 等 50,954

賞 与 引 当 金 88,122

そ の 他 372,227

固 定 負 債 639,827

繰 延 税 金 負 債 258,221

リ ー ス 債 務 2,242

役員退職慰労引当金 314,360

退職給付に係る負債 48,674

そ の 他 16,328

負 債 合 計 3,582,336

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 10,871,757

資 本 金 1,290,800

資 本 剰 余 金 1,207,310

利 益 剰 余 金 8,486,435

自 己 株 式 △112,787

その他の包括利益累計額 152,091

その他有価証券評価差額金 226,816

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 837

退職給付に係る調整
累 計 額

△75,562

純 資 産 合 計 11,023,849

資 産 合 計 14,606,186 負 債 純 資 産 合 計 14,606,186

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(平成28年４月１日から)平成29年３月31日まで
（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 11,192,599

売 上 原 価 8,912,823

売 上 総 利 益 2,279,776

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,036,747

営 業 利 益 243,028

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 11,891

受 取 賃 貸 料 19,564

為 替 差 益 74,592

そ の 他 11,373 117,422

営 業 外 費 用

支 払 利 息 6,078

売 上 割 引 2,203

そ の 他 638 8,920

経 常 利 益 351,530

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 403 403

特 別 損 失

ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損 4,838 4,838

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 347,096

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 65,342

法 人 税 等 調 整 額 △57,522 7,819

当 期 純 利 益 339,276

親会社株主に帰属する当期純利益 339,276

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 16 －



連結株主資本等変動計算書

(平成28年４月１日から)平成29年３月31日まで
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 連 結 会 計 年 度
期 首 残 高

1,290,800 1,207,310 8,239,424 △112,787 10,624,747

当連結会計年度変動額

剰余金の配当 △92,265 △92,265

親会社株主に帰属
する当期純利益

339,276 339,276

株主資本以外の項目の
当 連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 ( 純 額 )

当 連 結 会 計 年 度
変 動 額 合 計

－ － 247,010 － 247,010

当連結会計年度末残高 1,290,800 1,207,310 8,486,435 △112,787 10,871,757

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

退職給付に
係る調整累
計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当 連 結 会 計 年 度

期 首 残 高
204,038 △6,727 △95,190 102,120 10,726,867

当連結会計年度変動額

剰余金の配当 △92,265

親会社株主に帰属
する当期純利益

339,276

株主資本以外の項目の

当 連 結 会 計 年 度 中 の

変 動 額 ( 純 額 )

22,777 7,565 19,628 49,971 49,971

当 連 結 会 計 年 度
変 動 額 合 計

22,777 7,565 19,628 49,971 296,982

当連結会計年度末残高 226,816 837 △75,562 152,091 11,023,849

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 17 －



連結注記表

（継続企業の前提に関する注記）

  該当事項はありません。

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記）

１．連結の範囲に関する事項

　連結子会社は、住倉鋼材株式会社の１社であります。

２．持分法の適用に関する事項

　持分法を適用していない関連会社（SMC TOAMI LIMITED LIABILITY COMPANY)につきまして

は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。

３．会計方針に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　　　連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）を採用しております。

・時価のないもの　　　　　　　移動平均法による原価法を採用しております。

②　たな卸資産

商品、製品、原材料、仕掛品　　総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の

低下による簿価切下げの方法により算定）を採用し

ております。

貯蔵品　　　　　　　　　　　　 終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

よる簿価切下げの方法により算定）を採用しており

ます。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産(リース資産を除く)定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附

属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得

した建物附属設備及び構築物については、定額法を

採用しております。

なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　２年～50年

機械装置及び運搬具　　　２年～14年

②　無形固定資産　　　　　　　　　定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。

自社利用のソフトウェア　５年

③　リース資産　　　　　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー

ス資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法を採用しております。
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(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金　　　　　　　　　　債権の貸倒損失の発生に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については、個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

②　賞与引当金　　　　　　　　　　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため､ 

賞与支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき

額を計上しております。

③　役員退職慰労引当金　　　　　　役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰

労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法　　　　　　　繰延ヘッジ処理を採用しております。

ただし、為替変動リスクのヘッジについて振当処理

の要件を充たしている場合には、振当処理を採用し

ております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象　　　　当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ対象

とヘッジ手段は、次のとおりであります。

ヘッジ手段…デリバティブ取引（為替予約取引）

ヘッジ対象…外貨建予定取引、外貨建債務

③　ヘッジ方針　　　　　　　　　　外貨建取引に係る為替変動リスクをヘッジすること

を目的として、為替予約取引を行っております。

④　ヘッジ有効性評価の方法　　　　ヘッジ手段及びヘッジ対象について、連結会計年度

末において、個々の取引ごとのヘッジの有効性の評

価をしておりますが、ヘッジ対象になる外貨建取引

と為替予約取引について、通貨・金額・期間等の条

件が同一の場合は、ヘッジの有効性が極めて高いこ

とから評価を省略しております。

(5) その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

①　退職給付に係る会計処理の方法

　　　　　　　　　　　　　　　　　退職給付に係る負債又は資産は、従業員の退職給付

に備えるため、当連結会計年度末における見込額に

基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した

額を計上しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　なお、当社においては当連結会計年度末に、年金資

産の額が退職給付債務の額を超えているため、当該

超過額を投資その他の資産に「退職給付に係る資

産」として計上しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当

連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい

ては、給付算定式基準によっております。    

　　　　　　　　　　　　　　　　　過去勤務費用は、主として発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による

定額法により按分した額を、発生連結会計年度から

費用処理しております。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　数理計算上の差異は、主として各連結会計年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（10年）による定率法により按分した額を、

それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理してお

ります。    

　　　　　　　　　　　　　　　　　未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用に

ついては、税効果を調整の上、純資産の部における

その他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計

額に計上しております。

②　消費税等の会計処理　　　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によ

っております。

４．会計方針の変更に関する注記

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上

の取扱い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を当連結会計年度に適用し、平成28

年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額

法に変更しております。

　この結果、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影

響は軽微であります。

５．追加情報

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28

年３月28日）を当連結会計年度から適用しております。

（連結貸借対照表に関する注記）

１．担保に供している資産

建物及び構築物 217,283千円

土地 294,121千円

計 511,405千円

　上記の物件は、短期借入金 410,000千円の担保に供しております。

２．有形固定資産の減価償却累計額 9,478,533千円
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

１．発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類
当連結会計年度
期 首 株 式 数

（株）

当連結会計年度
増 加 株 式 数

（株）

当連結会計年度
減 少 株 式 数

（株）

当連結会計年度
末 株 式 数

（株）

普 通 株 式 6,400,000 － － 6,400,000

２．剰余金の配当に関する事項

(1）配当金支払額等

決　　議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基　準　日 効力発生日

平成28年６月29日
定 時 株 主 総 会

普 通 株 式 46,132 7.50 平成28年３月31日 平成28年６月30日

平成28年11月9日
取 締 役 会

普 通 株 式 46,132 7.50 平成28年９月30日 平成28年12月5日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな

るもの

　平成29年６月29日開催の第78回定時株主総会において、次のとおり付議する予定であり

ます。

決議予定 株式の種類
配当金の総
額 ( 千 円 )

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基　準　日 効力発生日

平成29年６月29日
定 時 株 主 総 会

普通株式 76,888 利益剰余金 12.50 平成29年３月31日 平成29年６月30日

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

①  金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関か

らの借入により資金を調達しております。

②  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

　受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、「与信管理規程」に沿ってリスク

低減を図っております。また、投資有価証券は上場株式と追加型株式投資信託であり、

いずれも四半期ごとに時価の把握を行っております。

　営業債務である買掛金の一部には、原材料の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為

替の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引を利用してヘッジ取引を目

的とした為替予約取引を行っております。

　また、デリバティブ取引は「デリバティブ取扱規程」に沿って、実需の範囲で行う

こととしております。

　なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性

の評価方法等については、前述の「３．会計方針に関する事項」に記載されている「(4)

重要なヘッジ会計の方法」をご覧ください。
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２．金融商品の時価等に関する事項

　平成29年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次のとおりであります。

（単位：千円）

連 結 貸 借 対 照 表
計 上 額 （ ※ ）

時 　 価 （ ※ ） 差 額

（１）現金及び預金 2,566,511 2,566,511 -

（２）受取手形及び売掛金 3,527,786 3,527,786 -

（３）電子記録債権 524,410 524,410 -

（４）投資有価証券 633,410 633,410 -

（５）関係会社長期貸付金
（１年内回収予定のものを含む）

84,142 84,142 -

（６）支払手形及び買掛金 (1,280,083) (1,280,083) -

（７）短期借入金 (1,150,000) (1,150,000) -

（８）未払法人税等 (50,954) (50,954) -

  （※）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

（１）現金及び預金、（２）受取手形及び売掛金、並びに（３）電子記録債権

  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿

価額によっております。

（４）投資有価証券

  これらの時価については、上場株式は取引所の価格により、また、追加型株式投資信

託はオープン基準価格によっております。

（５）関係会社長期貸付金（１年内回収予定のものを含む）

変動金利のため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。

（６）支払手形及び買掛金、（７）短期借入金、並びに（８）未払法人税等

  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿

価額によっております。

（注２）関係会社出資金（連結貸借対照表計上額182,432千円）は、市場価格がなく、キャッシ

ュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められ

るため、時価開示の対象としておりません。

（賃貸等不動産に関する注記）

賃貸等不動産の総額に重要性がないため、注記は省略しております。

（１株当たり情報に関する注記）

１．１株当たり純資産額 1,792円19銭

２．１株当たり当期純利益 55円16銭
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貸　借　対　照　表
（平成29年３月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　産　の　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 及 び 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 出 資 金

関係会社長期貸付金

前 払 年 金 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

7,639,458

2,475,894

1,184,771

447,389

1,906,847

410,824

199,211

848,107

76,099

91,020

△707

5,145,721

3,648,867

769,492

15,396

252,232

20,793

12,337

2,572,836

5,778

51,653

47,603

4,050

1,445,200

633,410

104,000

182,432

209,130

245,273

76,892

△5,939

（負　債　の　部）

流 動 負 債 1,944,182

支 払 手 形 21,239

買 掛 金 999,729

短 期 借 入 金 490,000

リ ー ス 債 務 1,121

未 払 法 人 税 等 32,721

未 払 金 167,616

未 払 費 用 132,082

預 り 金 6,440

賞 与 引 当 金 75,110

そ の 他 18,120

固 定 負 債 408,434

繰 延 税 金 負 債 84,402

リ ー ス 債 務 2,242

役員退職慰労引当金 305,460

そ の 他 16,328

負 債 合 計 2,352,616

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 10,204,909

資 本 金 1,290,800

資 本 剰 余 金 1,207,310

資 本 準 備 金 1,205,879

その他資本剰余金 1,430

利 益 剰 余 金 7,819,586

利 益 準 備 金 128,430

その他利益剰余金 7,691,156

別 途 積 立 金 6,500,000

繰 越 利 益 剰 余 金 1,191,156

自 己 株 式 △112,787

評価・換算差額等 227,654

その他有価証券評価差額金 226,816

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 837

純 資 産 合 計 10,432,563

資 産 合 計 12,785,180 負 債 純 資 産 合 計 12,785,180

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

(平成28年４月１日から)平成29年３月31日まで
（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 9,893,130

売 上 原 価 7,921,993

売 上 総 利 益 1,971,136

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,790,206

営 業 利 益 180,929

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 13,976

受 取 賃 貸 料 17,073

為 替 差 益 74,592

そ の 他 10,369 116,011

営 業 外 費 用

支 払 利 息 2,877

売 上 割 引 1,759

そ の 他 630 5,267

経 常 利 益 291,673

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 403 403

特 別 損 失

ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損 4,838 4,838

税 引 前 当 期 純 利 益 287,239

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 44,356

法 人 税 等 調 整 額 △57,955 △13,598

当 期 純 利 益 300,837

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(平成28年４月１日から)平成29年３月31日まで
（単位：千円）

株　　　　　主　　　　　資　　　　　本

資本金

資 本 剰 余 金 利　　益　　剰　　余　　金

資本準備金
その他資本
剰 余 金

資本剰余金
合 計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計

別途積立金
繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,290,800 1,205,879 1,430 1,207,310 128,430 6,500,000 982,584 7,611,014

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △92,265 △92,265

当 期 純 利 益 300,837 300,837

株主資本以外の項
目 の 当 期
変 動 額 （ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 － － － － － － 208,571 208,571

当 期 末 残 高 1,290,800 1,205,879 1,430 1,207,310 128,430 6,500,000 1,191,156 7,819,586

株 主 資 本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株主資本
合 計

その他有
価証券評
価差額金

繰延ヘッ
ジ 損 益

評価・換算
差 額 等

合計

当 期 首 残 高 △112,787 9,996,337 204,038 △6,727 197,311 10,193,648

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △92,265 △92,265

当 期 純 利 益 300,837 300,837

株主資本以外の項
目 の 当 期
変 動 額 （ 純 額 ）

22,777 7,565 30,343 30,343

当 期 変 動 額 合 計 － 208,571 22,777 7,565 30,343 238,915

当 期 末 残 高 △112,787 10,204,909 226,816 837 227,654 10,432,563

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

（継続企業の前提に関する注記）

    該当事項はありません。

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1）子会社株式　　　　　　　　　　移動平均法による原価法

(2）その他有価証券

①　時価のあるもの　　　　　　　事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用しております。

②　時価のないもの　　　　　　　移動平均法による原価法を採用しております。

２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法

デリバティブ　　　　　　　　　時価法を採用しております。

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1）商品、製品、原材料、仕掛品　　総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用して

おります。

(2）貯蔵品　　　　　　　　　　　　 終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定）を採用しておりま

す。

４．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産(リース資産を除く)定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属

設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した

建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し

ております。

なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。

建物　　　　　　７年～47年

機械及び装置　　２年～10年

(2）無形固定資産　　　　　　　　　定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づいております。

(3）リース資産　　　　　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース

資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法を採用しております。

(4）長期前払費用　　　　　　　　　定額法を採用しております。

５．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金　　　　　　　　　　債権の貸倒損失の発生に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

(2）賞与引当金　　　　　　　　　　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞

与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上

しております。
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(3）退職給付引当金　　　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。

なお、当事業年度末において、年金資産の額が退職給

付債務に未認識数理計算上の差異を加減した額を超え

ているため、当該超過額を投資その他の資産に「前払

年金費用」として計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事

業年度末までの期間に帰属させる方法については、給

付算定式基準によっております。

過去勤務費用は、発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により

按分した額を、発生事業年度から費用処理しておりま

す。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）に

よる定率法により按分した額を、それぞれ発生の翌事

業年度から費用処理しております。

(4）役員退職慰労引当金　　　　　　役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労

金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

６．ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法　　　　　　　繰延ヘッジ処理を採用しております。

ただし、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の

要件を充たしている場合には、振当処理を採用してお

ります。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象　　　　当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ対象とヘッ

ジ手段は、次のとおりであります。

ヘッジ手段 ……デリバティブ取引（為替予約取引）

ヘッジ対象 ……外貨建予定取引、外貨建債務

(3）ヘッジ方針　　　　　　　　　　外貨建取引に係る為替変動リスクをヘッジすることを

目的として、為替予約取引を行っております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法　　　　ヘッジ手段及びヘッジ対象について、事業年度末にお

いて、個々の取引ごとのヘッジの有効性の評価をして

おりますが、ヘッジ対象になる外貨建取引と為替予約

取引について、通貨・金額・期間等の条件が同一の場

合は、ヘッジの有効性が極めて高いことから評価を省

略しております。

７．その他計算書類作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理　　　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっ

ております。

８．会計方針の変更

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上

の取扱い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を当事業年度に適用し、平成28年４

月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に

変更しております。
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　この結果、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微で

あります。

９.追加情報

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28

年３月28日）を当事業年度から適用しております。

（貸借対照表に関する注記）

１．担保に供している資産

建物 217,283千円

土地 294,121千円

計 511,405千円

　上記の物件は、短期借入金 410,000千円の担保に供しております。

２．有形固定資産の減価償却累計額 7,615,845千円

３．関係会社に対する金銭債権、債務は、次のとおりであります。

(1) 短期金銭債権

(2) 長期金銭債権

103,228千円

209,130千円

(3) 短期金銭債務 7,661千円

（損益計算書に関する注記）

関係会社との取引高

(1) 営業取引高

①　売上高 225,184千円

②　仕入高 97,754千円

(2) 営業取引以外の取引高 3,944千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）

自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類
当 事 業 年 度
期首株式数(株)

当 事 業 年 度
増加株式数(株)

当 事 業 年 度
減少株式数(株)

当 事 業 年 度 末
株 式 数 ( 株 )

普 通 株 式 248,950 - - 248,950
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（税効果会計に関する注記）

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

賞与引当金 23,178千円

未払社会保険料 3,613千円

貸倒引当金 2,037千円

役員退職慰労引当金 93,531千円

ゴルフ会員権評価損 22,107千円

たな卸資産評価損 6,012千円

繰越欠損金 214,585千円

減損損失累計額 535,844千円

その他 7,072千円

小計 907,983千円

評価性引当額 △741,081千円

繰延税金資産計 166,901千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △100,102千円

前払年金費用 △75,102千円

繰延税金負債計 △175,205千円

繰延税金負債の純額 △8,303千円

（関連当事者との取引に関する注記）

子会社等
（単位：千円）

種 類
会社等の名称
又 は 氏 名

議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者と
の 関 係

取引の内容 取引金額 科　目 期末残高

子会社 住倉鋼材㈱
所有
　直接 100.00％

資金の援助

役員の兼任

利息の受取
（注）

2,084

その他流
動資産
（短期貸
付金）

42,000

長期貸付
金

132,000

　上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

  取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）　資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しており、返済条件は期間９年、

金利は四半期毎、元金は半年賦返済としております。なお、担保は受け入れており

ません。

（１株当たり情報に関する注記）

１．１株当たり純資産額 1,696円06銭

２．１株当たり当期純利益 48円91銭
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連結計算書類に係る会計監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書

平成29年５月９日

株式会社トーアミ

取 締 役 会　御 中

ネクサス監査法人
代 表 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 髙 谷 和 光 

業 務 執 行 社 員 公認会計士 岩 本 吉志子 

  当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社トーアミの

平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の連結計算書

類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算

書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに

は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが

含まれる。

監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場

から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が

国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき

監査を実施することを求めている。
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　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手す

るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又

は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択

及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた

めのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応

じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に

関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針

及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した

と判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社トーアミ及び連結子会社か

らなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべ

ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

　以　上
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計算書類に係る会計監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書

平成29年５月９日

株式会社トーアミ

取 締 役 会　御 中

ネクサス監査法人
代 表 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 髙 谷　和 光 

業 務 執 行 社 員 公認会計士 岩 本　吉志子 

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社トー

アミの平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第78期事業年度の計算

書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別

注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することに

ある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びそ

の附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統

制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場

から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監

査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書

に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査

計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
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　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監

査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断

により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示

のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の

有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算

書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す

る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経

営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附

属明細書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した

と判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一

般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びそ

の附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告書　謄本

監　査　報　告　書

  当監査役会は、平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第78期事業
年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ
き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の

実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査

人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を

求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方

針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と

意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも

に、以下の方法で監査を実施しました。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からそ

の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、

重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及

び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会

社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に

応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に

適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社

から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして

会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関

する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制

（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築

及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を

求め、意見を表明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施して

いるかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執

行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま

た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保する

ための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に

関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従

って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めまし

た。
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　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属

明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算

書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結

注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果

（1）　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状

況を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に

違反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認

めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容

及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま

せん。

（2）　計算書類及びその附属明細書の監査結果

　　 会計監査人ネクサス監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認

めます。

（3）　連結計算書類の監査結果

　　 会計監査人ネクサス監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認

めます。

　　平成29年５月16日

株 式 会 社 ト ー ア ミ 　 監 査 役 会

常 勤 監 査 役 吉 川 　 保 

社 外 監 査 役 林 　 秀 春 

社 外 監 査 役 近 藤 正 和 

以　上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

＜会社提案：第１号議案から第８号議案まで＞

第１号議案　剰余金の処分の件

　当社は、株主の皆様への適正な利益還元を重視しながら、経営体質の強

化及び将来の事業展開を総合的に勘案し、安定した配当を維持することを

基本方針としております。

　第78期の期末配当につきましては、本年をもって創業130年を迎えますこ

とから、株主の皆様のご支援に感謝の意を表するとともにこれを記念し、

普通配当に１株あたり５円の記念配当を加えて、以下のとおりといたした

いと存じます。

①　配当財産の種類

　金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき12円50銭（うち、普通配当７円50銭、記念配

当５円）といたしたいと存じます。

　なお、この場合の配当総額は、76,888,125円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日

　平成29年６月30日といたしたいと存じます。

＜第２号議案から第８号議案までに係る参考事項＞

　第２号議案から第８号議案までは、監査等委員会設置会社への移行及び報酬体

系の変更に関連するものです。

【監査等委員会設置会社への移行及び新たな報酬制度導入をお諮りする理由】

　当社グループは、企業価値の継続的な向上と株主の皆様をはじめとするス

テークホルダーから信頼されるコーポレートガバナンス体制を構築するこ

とが、経営上の 重要課題と位置付けております。このため、担当取締役を

中心としたコンプライアンス及びリスク管理の推進組織を当社グループ内

に設置し、内部統制システムの整備と運用の充実を図るとともに、そのモニ

タリングを通して経営の効率性、健全性、透明性の向上と企業倫理の確立を

目指し、企業統治の実現を図ってまいりました。
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　また、当社は社外取締役１名及び社外監査役２名を置き、取締役の職務執

行の監視と取締役会の運営に関して外部の視点を反映させることで、取締役

会の機能強化と業務執行の適正化に貢献しています。

　平成27年５月１日に「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90

号）が施行され、新たな機関設計として監査等委員会設置会社が導入されま

したので、この新たな企業統治体制について検討を重ねた結果、コーポレー

トガバナンス体制の強化と経営の監督機能の一層の強化とともに、意思決定

の迅速化を図るため、現在の内部統制システム及びモニタリング体制を維持

しながら監査等委員会設置会社に移行することが適切であると判断するに

至りました。

この機関設計の変更に伴い、取締役の役割及び責任の範囲が従前と異な

ることから、役員報酬制度についても見直しを行い、株価上昇によるメリッ

トを享受するのみならず、株価下落リスクの負担を含めた変動による利益・

リスクを株主の皆様と共有することにより、中長期的な企業価値の向上に貢

献するためのインセンティブを与えることを目的とした制度として、社外取

締役及び監査等委員である取締役を除く取締役を対象とした譲渡制限付株

式報酬制度を導入することといたしました。

また、新たな企業統治体制の構築及び役員報酬制度の見直しの一環とし

て、役員退職慰労金制度を廃止いたします。

【監査等委員会設置会社について】

⑴　平成27年５月１日に施行された「会社法の一部を改正する法律」（平成

26年法律第90号）により新たに設けられた機関設計です。

⑵　監査等委員会設置会社においては、監査役に代わり、監査等委員会が監

査を担います。したがって、監査役及び監査役会は設置されません。

⑶　監査等委員会は、３名以上の監査等委員である取締役で構成され、その

過半数が社外取締役で占められます。

⑷　監査等委員である取締役は、監査等委員以外の取締役とは区別して株主

総会において選任されます。

⑸　監査等委員会設置会社では、監査等委員が取締役として取締役会におけ

る議決権を有しているほか、監査等委員会が選定する監査等委員が監査
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等委員以外の取締役の選解任、辞任及び報酬等について株主総会におい

て監査等委員会の意見を述べる権限を有しています。これらは、監査役

にはない権限（監督に関する権限）であります。

⑹　監査等委員会設置会社においては、取締役の過半数が社外取締役である

場合のほか、取締役会決議によって重要な業務執行の決定を取締役に委

任することができる旨の定めが定款に置かれている場合には、重要な業

務執行（会社法第399条の13第５項各号に掲げる事項を除きます。）の

決定の全部又は一部を取締役に委任することが可能であり、かかる委任

を行うことにより、経営に関する意思決定の迅速化を図ることが可能で

す。

【監査等委員会設置会社移行及び新たな報酬制度に関連する議案について】

⑴　監査等委員会設置会社への移行には、監査役及び監査役会に係る規定を

廃し、新たに監査等委員会に係る規定を設けるなど、所要の定款変更を

行う必要があるため、第２号議案において、そのような監査等委員会設

置会社への移行に伴う所要の定款変更等についてお諮りいたします。

⑵　監査等委員会設置会社における取締役の選任は、取締役（監査等委員で

ある取締役を除きます。）と監査等委員である取締役とを区別してしな

ければならないことから、第３号議案において取締役（監査等委員であ

る取締役を除きます。）の選任を、第４号議案において監査等委員であ

る取締役の選任を、それぞれお諮りいたします。

⑶　監査等委員会設置会社においては、監査等委員の地位の独立性を確保す

るため、取締役の報酬額については、取締役（監査等委員である取締役

を除きます。）と監査等委員である取締役とを区別して、株主総会の決

議により定める必要があるため、第５号議案において取締役（監査等委

員である取締役を除きます。）の報酬額について、第６号議案において

監査等委員である取締役の報酬額について、それぞれお諮りいたしま

す。

⑷　取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。）に対

し、第７号議案において、第５号議案の報酬枠とは別枠で譲渡制限付株

式付与のための報酬を支給することについてお諮りいたします。
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⑸　役員退職慰労金制度廃止に伴い、第８号議案において、在任中の取締役

及び監査役に対し、制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金

を打切り支給することについてお諮りいたします。

第２号議案　定款一部変更の件

1．変更の理由

⑴　監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するため、監査役

及び監査役会に関する規定の削除、監査等委員及び監査等委員会に関

する規定の新設、並びにその他所要の変更を行うものであります。

　・監査役及び監査役会に関する規定の削除（現行定款第５章表題、現行

定款第29条から第38条まで）

　・監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設（変更案第５章表題、

変更案第30条から第34条まで）

　・その他所要の変更（変更案第４条、第18条から第21条まで、第23条か

ら第25条まで、第27条）

⑵　社外取締役との責任限定契約について、報酬体系の変更により適用さ

れなくなる責任限度額「240万円以上であらかじめ定めた金額」を削除

し、「法令が規定する額」に一本化するものであります。（変更案第

28条）

この変更につきましては、各監査役の同意を得ております。

⑶　業務執行との機能分離による経営監督機能の強化及び意思決定の迅速

化を図る観点から、取締役会の決議によって、重要な業務執行（会社

法第399条の13第５項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一

部を取締役に委任することができる旨の規定を新設するものでありま

す。（変更案第29条）

⑷　公告閲覧の利便性向上及び公告手続きの合理化を図るため、当社の公

告方法を日本経済新聞への掲載から電子公告に変更し、併せてやむを

得ない事由により電子公告をすることができない場合の措置を定める

ものであります。（変更案第５条）

本議案に係る定款変更は、本総会終結の時をもって効力を生じるもの

といたします。
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２．変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線部は、変更箇所を示しております。）

現行定款 変更案

第一章　総　則

第１条〜第３条　（条文省略）

第一章　総　則

第１条〜第３条　（現行どおり）

（機　関）

第４条　当会社は、株主総会及び取締役

のほか、次の機関を置く。

　　　（１）取締役会

　　　（２）監査役

　　　（３）監査役会

　　　（４）会計監査人

（機　関）

第４条　当会社は、株主総会及び取締役

のほか、次の機関を置く。

　　　（１）取締役会

　　　（２）監査等委員会

　　　（削　除）

　　　（３）会計監査人

（公告方法）

第５条　当会社の公告は、日本経済新聞

に掲載して行う。

（公告方法）

第５条　当会社の公告方法は、電子公告

とする。ただし、事故その他やむを

得ない事由によって電子公告によ

る公告をすることができない場合

は、日本経済新聞に掲載して行う。

第二章　株　式

第６条〜第12条（条文省略）

第二章　株　式

第６条〜第12条（現行どおり）

第三章　株主総会

第13条～第17条（条文省略）

第三章　株主総会

第13条～第17条（現行どおり）

第四章　取締役及び取締役会 第四章　取締役及び取締役会

（員　数）

第18条　当会社の取締役は、10名以内と

する。

（新　設）

（員　数）

第18条　当会社の取締役（監査等委員で

ある取締役を除く。）は、10名以内

とする。

２．当会社の監査等委員である取締

役は、４名以内とする。
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現行定款 変更案

（選任方法）

第19条　取締役は、株主総会において選

任する。

２．取締役の選任決議は、議決権を行

使することができる株主の議決権

の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の過半数をもって

行う。

３．取締役の選任決議は、累積投票に

よらないものとする。

（選任方法）

第19条　取締役は、株主総会において選

任する。ただし、監査等委員である

取締役は、それ以外の取締役と区別

して選任するものとする。

２．取締役の選任決議は、議決権を行

使することができる株主の議決権

の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の過半数をもって

行う。

３．取締役の選任決議は、累積投票に

よらないものとする。

（任　期）

第20条　取締役の任期は、選任後２年以

内に終了する事業年度のうち 終

のものに関する定時株主総会の終

結の時までとする。

２．増員又は補欠として選任された

取締役の任期は、在任取締役の任期

の満了する時までとする。

（新　設）

（新　設）

（任　期）

第20条　取締役（監査等委員である取締

役を除く。）の任期は、選任後１年

以内に終了する事業年度のうち

終のものに関する定時株主総会の

終結の時までとする。

（削　除）

２．監査等委員である取締役の任期

は、選任後２年以内に終了する事業

年度のうち 終のものに関する定

時株主総会の終結の時までとす

る。

３．任期満了前に退任した監査等委

員である取締役の補欠として選任

された監査等委員である取締役の

任期は、退任した監査等委員である

取締役の任期の満了する時までと

する。

－ 41 －



現行定款 変更案

（代表取締役及び役付取締役）

第21条　取締役会は、その決議によって

代表取締役を選定する。

２．取締役会は、その決議によって取

締役社長１名、必要に応じて取締役

会長１名、取締役副社長、専務取締

役及び常務取締役各若干名を定め

ることができる。

（代表取締役及び役付取締役）

第21条　取締役会は、その決議によって

取締役（監査等委員である取締役を

除く。）の中から代表取締役を選定

する。

２．取締役会は、その決議によって取

締役（監査等委員である取締役を除

く。）の中から取締役社長１名、必

要に応じて取締役会長１名、取締役

副社長、専務取締役及び常務取締役

各若干名を定めることができる。

第22条（条文省略） 第22条（現行どおり）

（取締役会の招集通知）

第23条　取締役会の招集通知は、会日の

３日前までに各取締役及び各監査

役に対して発する。ただし、緊急の

必要があるときは、この期間を短縮

することができる。

２．取締役及び監査役の全員の同意

があるときは、招集の手続きを経な

いで取締役会を開催することがで

きる。

（取締役会の招集通知）

第23条　取締役会の招集通知は、会日の

３日前までに各取締役に対して発

する。ただし、緊急の必要があると

きは、この期間を短縮することがで

きる。

　２．取締役全員の同意があるときは、

招集の手続きを経ないで取締役会

を開催することができる。
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現行定款 変更案

（取締役会の決議の方法等）

第24条　取締役会の決議は、議決に加わ

ることができる取締役の過半数が

出席し、出席した取締役の過半数を

もって行う。

　２．当会社は、取締役の全員が取締役

会の決議事項について、書面又は電

磁的記録により同意したときは、当

該決議事項を可決する旨の決議が

あったものとみなす。ただし、監査

役が異議を述べたときはこの限り

でない。

（取締役会の決議の方法等）

第24条　取締役会の決議は、議決に加わ

ることができる取締役の過半数が

出席し、出席した取締役の過半数を

もって行う。

　２．当会社は、取締役の全員が取締役

会の決議事項について、書面又は電

磁的記録により同意したときは、当

該決議事項を可決する旨の決議が

あったものとみなす。

（取締役会の議事録）

第25条　取締役会における議事の経過の

要領及びその結果並びにその他法

令に定める事項は、これを議事録に

記載し、出席した取締役及び監査役

が記名押印を行う。

（取締役会の議事録）

第25条　取締役会における議事の経過の

要領及びその結果並びにその他法

令に定める事項を、書面又は電磁的

記録をもって議事録に記載又は記

録し、出席した取締役が記名押印又

は電子署名を行う。

第26条（条文省略） 第26条（現行どおり）

（報酬等）

第27条　取締役の報酬、賞与その他の職

務執行の対価として当会社から受

ける財産上の利益（以下「報酬等」

という。）は、株主総会の決議によ

って定める。

（報酬等）

第27条　取締役の報酬、賞与その他の職

務執行の対価として当会社から受

ける財産上の利益（以下「報酬等」

という。）は、監査等委員である取

締役とそれ以外の取締役とを区別

して、株主総会の決議によって定め

る。
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現行定款 変更案

（社外取締役との責任限定契約）

第28条　当会社は、会社法第427条第１項

の規定により、社外取締役との間

に、任務を怠ったことによる損害賠

償責任を限定する契約を締結する

ことができる。ただし、当該契約に

基づく責任の限度額は、240万円以

上であらかじめ定めた金額又は法

令が規定する額のいずれか高い額

とする。

（社外取締役との責任限定契約）

第28条　当会社は、会社法第 427条第１

項の規定により、社外取締役との間

に、同法第 423条第１項の損害賠償

責任を限定する契約を締結するこ

とができる。ただし、当該契約に基

づく損害賠償責任の限度額は、法令

が規定する額とする。

（新　設） （重要な業務執行の決定の委任）

第29条　当会社は、会社法第 399条の13

第６項の規定により、取締役会の決

議によって、重要な業務執行（同条

第５項各号に掲げる事項を除

く。）の決定の全部又は一部を取締

役に委任することができる。

第五章　監査役及び監査役会 （削　除）

（員　数）

第29条　当会社の監査役は、４名以内と

する。

（削　除）

（選任方法）

第30条　監査役は、株主総会において選

任する。

　２．監査役の選任決議は、議決権を行

使することができる株主の議決権

の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の過半数をもって

行う。

（削　除）
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現行定款 変更案

（任　期）

第31条　監査役の任期は、選任後４年以

内に終了する事業年度のうち 終

のものに関する定時株主総会の終

結の時までとする。

　２．任期の満了前に退任した監査役の

補欠として選任された監査役の任

期は、退任した監査役の任期の満了

する時までとする。

（削　除）

（常勤の監査役）

第32条　監査役会は、その決議によって

常勤の監査役を選定する。

（削　除）

（監査役会の招集通知）

第33条　監査役会の招集通知は、会日の

３日前までに各監査役に対して発

する。ただし、緊急の必要があると

きは、この期間を短縮することがで

きる。

　２．監査役全員の同意があるときは、

招集の手続きを経ないで監査役会

を開催することができる。

（削　除）

（監査役会の決議の方法）

第34条　監査役会の決議は、法令に別段

の定めのある場合を除き監査役の

過半数をもって行う。

（削　除）

（監査役会の議事録）

第35条　監査役会における議事の経過の

要領及びその結果並びにその他法

令に定める事項は、これを議事録に

記載し、出席した監査役がこれに記

名押印を行う。

（削　除）
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現行定款 変更案

（監査役会規則）

第36条　監査役会に関する事項は、法令

又は本定款のほか、監査役会におい

て定める監査役会規則による。

（削　除）

（報酬等）

第37条　監査役の報酬等は、株主総会の

決議によって定める。

（削　除）

（社外監査役との責任限度契約）

第38条　当会社は、会社法第427条第１項

の規定により、社外監査役との間

に、任務を怠ったことによる損害賠

償責任を限定する契約を締結する

ことができる。ただし、当該契約に

基づく責任の限度額は、240万円以

上であらかじめ定めた金額又は法

令が規定する額のいずれか高い額

とする。

（削　除）

（新　設） 第五章　監査等委員会

（新　設） （常勤の監査等委員）

第30条　監査等委員会は、その決議によ

って常勤の監査等委員を選定する

ことができる。

（新　設） （監査等委員会の招集通知）

第31条　監査等委員会の招集通知は、会

日の３日前までに各監査等委員に

対して発する。ただし、緊急の必要

があるときは、この期間を短縮する

ことができる。

　２．監査等委員全員の同意があるとき

は、招集の手続きを経ないで監査等

委員会を開催することができる。
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現行定款 変更案

（新　設） （監査等委員会の決議の方法）

第32条　監査等委員会の決議は、議決に

加わることができる監査等委員の

過半数が出席し、出席した監査等委

員の過半数をもって行う。

（新　設） （監査等委員会の議事録）

第33条　監査等委員会における議事の経

過の要領及びその結果並びにその

他法令に定める事項を、書面又は電

磁的記録をもって議事録に記載又

は記録し、出席した監査等委員が記

名押印又は電子署名を行う。

（新　設） （監査等委員会規則）

第34条　監査等委員会に関する事項は、

法令又は本定款のほか、監査等委員

会において定める監査等委員会規

則による。

第六章　会計監査人

第39条～第40条（条文省略）

第六章　会計監査人

第35条～第36条（現行どおり）

第七章　計　算

第41条〜第44条（条文省略）

第七章　計　算

第37条〜第40条（現行どおり）
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第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

　第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監

査等委員会設置会社に移行し、取締役６名全員は、定款変更の効力発生の

時をもって任期満了となります。

　つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案に

おいて同じ）６名の選任をお願いいたしたいと存じます。本議案は、第２

号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、

効力を生じるものといたします。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者

番 号
氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社
株 式 の 数

１

き た が わ

北　　川 　
よ し の り

芳　　徳
（ 昭 和 1 6 年 8 月 2 5 日 生 ）

昭和38年 5月 当社入社

昭和48年10月 当社取締役

昭和55年10月 当社代表取締役社長

平成25年 6月 当社代表取締役会長（現任）

12,844株

[取締役候補者の選任理由]

　北川芳徳氏は、昭和55年に当社代表取締役社長に就任し、平成25年からは代表取締

役会長を務め、当業界のリーダーとしての見識を持ち、永年にわたり当社グループの

事業を指揮し実績を積み上げてきたことから、引き続き取締役として選任をお願いす

るものであります。

２

き た が わ

北　　川 　
よ し ひ と

芳　　仁
（ 昭 和 4 4 年 8 月 8 日 生 ）

平成13年 8月 当社入社

平成20年 6月 当社取締役

平成22年 6月 当社常務取締役

平成23年 4月 当社関西事業部長 兼 中国事業

部長

平成25年 6月 当社代表取締役社長（現任）

285,996株

[取締役候補者の選任理由]

　北川芳仁氏は、平成25年以来当社の代表取締役社長を務め、経営者として若く新し

い知見を持って、意欲的に経営改革及び企業価値の向上並びにコーポレートガバナン

スの強化に努めており、当社グループの経営推進役として適任であることから、引き

続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者

番 号
氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社
株 式 の 数

３

え ん ど う

遠　　藤 　 　 　
ひろし

博
（ 昭 和 2 3 年 9 月 9 日 生 ）

昭和43年 8月 当社入社

平成 4年 1月 当社取締役

平成11年 1月 当社常務取締役

平成17年 6月 当社専務取締役（現任）

平成19年 6月 当社業務統括本部長（現任）兼

関東事業部長

平成25年 5月 当社中部事業部長（現任）

（重要な兼職の状況）

住倉鋼材株式会社　代表取締役会長

45,400株

[取締役候補者の選任理由]

　遠藤　博氏は、入社以来、主に営業部門を担当し、豊富な業務経験と事業に関する

十分な知識を持って、業務統括本部長としての指導力を発揮しており、引き続き取締

役として選任をお願いするものであります。

４

は っ と り

服　　部 　
と し あ き

利　　昭
（ 昭 和 2 9 年 6 月 3 日 生 ）

平成16年12月 当社入社

平成18年 6月 当社取締役

平成20年 6月 当社常務取締役管理本部長（現

任）

10,900株

[取締役候補者の選任理由]

　服部利昭氏は、当社の総務、人事及び経理部門の統括並びに内部統制システムを含

むリスク管理・コンプライアンス体制の運営を担い、事業経営及び管理業務全般に関

する知見を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであり

ます。

５

さ

佐
さ

々
き

木 　
と し あ き

利　　昭
（昭和4 2年 1 2月 2 5日生）

平成 7年12月 当社入社

平成20年 6月 当社取締役（現任）

平成23年 4月 当社中部事業部長

平成25年 5月 当社中国事業部長

平成25年 6月 当社関西事業部長

平成27年 4月 SMC TOAMI LLC 社長

平成29年 4月 当社北九州事業部長 兼 南九州

事業部長（現任）

17,700株

[取締役候補者の選任理由]

　佐々木利昭氏は、当社の複数の事業拠点で責任者として製造及び営業部門を担った

経験から当社の事業全般に精通しており、当社のベトナム合弁事業のマネジメントを

経験し、経営全般にわたる見識を有していることから、引き続き取締役として選任を

お願いするものであります。
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候補者

番 号
氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社
株 式 の 数

６

  き   む   ら   

木 村
　よ　し　ひ　ろ

芳 博
（ 昭 和 2 7 年 4 月 1 1 日 生 ）

平成13年 7月 株式会社大和銀行（現株式会社

りそな銀行）奈良支店長

平成15年 1月 株式会社大和銀総合システム

（現株式会社DACS）営業部長

平成17年10月 同社管理部長

平成24年 4月 同社退職

平成27年 6月 当社社外取締役（現任）

0株

[社外取締役候補者の選任理由]

　木村芳博氏は、金融機関において、多くの企業経営を見続けてきた業務経験と、財

務に関する豊富な知識を活かして、中立で客観的な意見・提言をしていただく立場に

適しており、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、過

去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、

上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断して

おります。

（注）1. 各候補者と会社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 候補者 木村芳博氏は、社外取締役候補者であります。

3. 候補者 木村芳博氏は、使用人であった他の会社と当社との間に

人的関係、資本的関係その他の利害関係もないため、東京証券取

引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。

4. 候補者 木村芳博氏と当社は、会社法第427条第１項の規定に基づ

き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結いた

しており再任をご承認いただいた場合は、当該契約を継続する予定

であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同

法第425条第１項に定める 低責任限度額としております。

5.社外取締役に就任してからの年数

　候補者 木村芳博氏は、現在、当社の社外取締役であり、社外取締

役としての在任期間は本総会終結の時をもって２年となります。
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第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

　第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監

査等委員会設置会社に移行いたします。

　つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたい

と存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発

生を条件として、効力を生じるものといたします。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者

番 号
氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社
株 式 の 数

1

よし

吉
かわ

川
 

　
たもつ

保
（昭和24年1月20日生）

平成 3年 8月 当社入社

平成 4年 1月 当社管理本部経理部長

平成 5年 6月 当社取締役

平成24年 6月 当社常勤監査役（現任）

11,700株

監査等委員である取締役候補者の選任理由

　吉川 保氏は、20年間にわたり当社の経理部長を担当し、財務及び会計に関する

相当程度の知見を有しており、これまで監査役に就任いただいておりますことか

ら、監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。

2

はやし

林 　 　 　
ひ で は る

秀　　春
（昭和８年11月24日生）

平成 4年 6月 高松国税局長

平成 5年 7月 同国税局退官

平成 5年 9月 税理士登録

平成 5年10月 税理士事務所開業

平成18年 6月 当社社外監査役（現任）

（重要な兼職の状況）

林秀春税理士事務所 税理士

0株

監査等委員である社外取締役候補者の選任理由

　林　秀春氏は、税務、経営に関する見識、経験ともに豊富であり、他社の社外監

査役も兼任するなど、監査機能の強化が見込まれるため、監査等委員である社外取

締役として選任をお願いするものであります。

　なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された

経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役として、そ

の職務を適切に遂行できるものと判断しております。
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候補者

番 号
氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社
株 式 の 数

3

 こ　ん　ど　う

近 藤
 ま　さ　か　ず

正 和
（昭和25年6月2日生）

平成15年10月 株式会社りそな銀行 融資管理

部主任主査役

平成16年 3月 同行退職

平成22年 6月 日本エスリード株式会社 社外

監査役

平成27年 6月 当社社外監査役（現任）

平成28年 6月 日本エスリード株式会社 社外

取締役（監査等委員）（現任）

0株

監査等委員である社外取締役候補者の選任理由

　近藤正和氏は、金融機関において融資・審査部門の要職を歴任し、長年にわたっ

て企業の経営分析及び再建に携わった幅広い見識と経験を有しており、コーポレー

トガバナンス並びに当社の監視体制の強化への貢献が期待できるため、監査等委員

である社外取締役として選任をお願いするものであります。

　なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された

経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役として、そ

の職務を適切に遂行できるものと判断しております。

（注）1. 各候補者と会社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 候補者 林 秀春、近藤正和の両氏は、社外取締役候補者であります。

3. 候補者 近藤正和氏は、現在日本エスリード株式会社の社外取締役（監

査等委員）を兼任しておりますが、当社との人的関係、資本的関係その

他の利害関係はなく、使用人であった他の会社と当社との間にも人的関

係、資本的関係その他の利害関係はないため、東京証券取引所の定める

独立役員として同取引所に届け出ております。

4. 候補者 林 秀春、近藤正和の両氏の選任が承認された場合は、会社法第

427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定

する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償

責任の限度額は、同法第425条第１項に定める 低責任限度額といたしま

す。

5. 社外監査役に就任してからの年数

　候補者 林 秀春、近藤正和の両氏は、現在、当社の社外監査役であり、

監査役としての在任期間は本総会終結の時をもって、林 秀春氏は11年、

近藤正和氏は２年となります。

－ 52 －



第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

　本議案は、当社が第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件と

して監査等委員会設置会社に移行することに伴い、現在の取締役の報酬額

を廃止し、新たな取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額の

設定についてお諮りするものであります。

　当社の取締役の報酬額は、平成23年６月29日開催の第72回定時株主総会

において年額２億50百万円以内（使用人兼務取締役の使用人としての給与

は含まない）とご承認いただき、今日に至っておりますが、第２号議案「定

款一部変更の件」が原案どおり承認可決された場合にも、現在の取締役の

報酬額の設定を、新たな取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報

酬額に適用し、年額２億50百万円以内（うち、社外取締役分は年額20百万

円以内）と設定することについてお諮りするものであります。

　なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には、使用

人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。

　また、現在の取締役の員数は６名（うち、社外取締役の員数は１名）で

ありますが、第２号議案「定款一部変更の件」及び第３号議案「取締役（監

査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」が原案どおり承認可決さ

れた場合、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は６名（う

ち、社外取締役の員数は１名）となります。

　本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発

生を条件として、効力を生じるものといたします。

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

　第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されることを条

件として、監査等委員である取締役の職務と責任を考慮して、監査等委員

である取締役の報酬額を年額30百万円以内に設定させていただきたいと存

じます。

　なお、第２号議案「定款一部変更の件」及び第４号議案「監査等委員で

ある取締役３名選任の件」が原案どおり承認可決された場合、監査等委員

である取締役の員数は３名となります。

　本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発

生を条件として、効力を生じるものといたします。
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第７号議案　取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対す

る譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

　当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役（以下「対

象取締役」という。）を対象に、株価上昇によるメリットを享受するのみ

ならず、株価下落リスクの負担を含めた変動による利益・リスクを株主の

皆様と共有することにより、中長期的な企業価値の向上に貢献するための

インセンティブを与えることを目的として、新たに譲渡制限付株式の付与

のための報酬を支給することにつき、ご承認をお願いするものであります。

　本議案に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支

給する報酬は金銭債権（以下「金銭報酬債権」という。）とし、その総額

は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額20百万円以内

といたしたいと存じます。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び

配分については、取締役会において決定することといたします。ただし、

社外取締役及び監査等委員である取締役に対しては、譲渡制限付株式の付

与のための報酬は支給しないものといたします。

　現在の取締役の員数は６名（うち、社外取締役の員数は１名）でありま

すが、第２号議案「定款一部変更の件」及び第３号議案「取締役（監査等

委員である取締役を除く。）６名選任の件」が原案どおり承認可決された

場合、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は６名（うち、

社外取締役の員数は１名）となります。

　また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給

される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式

について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされ

る当社の普通株式の総数は年2万8千株（ただし、本議案が承認可決された

日以降、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含

む。）又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は

処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、

当該総数を、合理的な範囲で調整する。）以内といたします。

　なお、その１株当たりの払込金額は取締役会決議の日の前営業日におけ

る東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立して

いない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）とします。また、これに

よる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との

間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」と

いう。）を締結するものとします。
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（１）譲渡制限期間

　対象取締役は、本割当契約により割当てを受けた日より10年間から

20年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間（以下「譲渡制限

期間」という。）、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式

（以下「本割当株式」という。）について、譲渡、担保権の設定その

他の処分をしてはならない（以下「譲渡制限」という。）。

（２）退任時の取扱い

　対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社の取締役を退任した場合に

は、その退任につき、任期満了、死亡その他正当な理由がある場合を

除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。

（３）譲渡制限の解除

　上記（１）の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、譲渡制限

期間中、継続して、当社の取締役にあったことを条件として、本割当

株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限

を解除する。ただし、当該対象取締役が、上記（２）に定める任期満

了、死亡その他正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に上記

（２）に定める地位を退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除す

る本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理

的に調整するものとする。

（４）組織再編等における取扱い

　上記（１）の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社

が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又

は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会

（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さ

ない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、当社

の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等

の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につ

いて、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。

また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時

点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で

取得する。

（５）その他取締役会で定める事項

上記のほか、本割当契約における意思表示及び通知の方法、本割当契

約の改定の方法その他取締役会で定める事項を本割当契約の内容とす

る。

　なお、本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変

更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
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第８号議案　役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金の打切り支給の件

　当社は、平成29年４月20日開催の取締役会の決議により、監査等委員会

設置会社への移行に伴う報酬体系の見直しの一環として、本総会終結の時

をもって役員退職慰労金制度を廃止することといたしました。

　これに伴い、第３号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）

６名選任の件」及び第４号議案「監査等委員である取締役３名選任の件」

をご承認いただくことを条件として重任予定の取締役（社外取締役を除

く。）５名及び本総会終結後に監査等委員である取締役に就任予定の監査

役１名に対し、在任中の功労に報いるため、それぞれの就任時から本総会

終結の時までの在任期間を対象とし、当社の定める一定の基準に従い相当

額の範囲内において退職慰労金を打切り支給することといたしたいと存じ

ます。

　なお、支給の時期はそれぞれの退任時といたしたく、その具体的な金額、

方法等は、取締役については取締役会に、監査役については第２号議案「定

款一部変更の件」及び第４号議案「監査等委員である取締役３名選任の件」

が原案どおり承認可決された場合に就任する監査等委員である取締役の協

議にそれぞれご一任願いたいと存じます。

　役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の対象となる取締役及び監査

役の略歴は、次のとおりであります。

氏   名 略   歴

北 川 芳 徳

昭和48年10月　当社取締役

昭和55年10月　当社代表取締役社長

平成25年 6月　当社代表取締役会長(現任）

北 川 芳 仁

平成20年 6月　当社取締役

平成22年 6月　当社常務取締役

平成25年 6月　当社代表取締役社長（現任）

遠 藤 　 博

平成 4年 1月　当社取締役

平成11年 1月　当社常務取締役

平成17年 6月　当社専務取締役（現任）

服 部 利 昭
平成18年 6月　当社取締役

平成20年 6月　当社常務取締役（現任）

佐 々 木 　 利 　 昭 平成20年 6月　当社取締役（現任）

吉 川 　 保 平成24年 6月　当社常勤監査役（現任）
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<株主提案：第９号議案から第11号議案まで>

　第９号議案から第11号議案までは、株主様（１名）からのご提案によるもの

です。

　なお、提案株主の有する議決権の数は2,917個です。

　取締役会としては、後述のとおりいずれの株主提案にも反対いたします。

　以下、各議案の件名、提案内容及び提案理由は、議案の番号を変更したこと

を除き、提案株主から提出された議案提案書の原文のまま、提案された順に記

載しております。

第９号議案　定款の新設の件

（１）役員退職慰労金制度の不採用

役員退職金制度は不採用とする。

　理由　当社は、平成２３年３月期に特別損失として減損損失２１億円を発表

し、実績は連結で２８億６５百万円１株当たり４５８．６０円の損失を計

上した。平成２７年１１月９日、業績予想の修正にて連結売上高１５億円

の減少を発表した。平成２８年４月２５日、純利益は増加させたが、さら

に連結売上高５億円の減少を発表した。平成２８年１１月７日に又しても

業績予想の下方修正を行い平成２９年３月期通期連結業績予想は売上高１

３７億円から２５億円減少の１１２億円と発表した。平成２３年３月期の

特別損失の主たる原因である平成１２年の千葉工場隣接地取得時から平成

２９年３月期に至る１７年間は取締役、監査役の経営判断の誤り、能力の

欠如が明らかである。よって定款に役員退職慰労金制度の不採用を定め、

現在有る役員退職慰労金制度は定款にて廃止し積立済みの役員退職慰労金

は支給しない。

（２）役員定年

　役員定年は６５歳の誕生日を含む決算期末までとし、役員経験者の名誉

職、顧問職は設けない。

　理由　当社は上場企業であり経常黒字を継続して上げることを目的としてい

る。加齢による経営判断の誤り、経常赤字、業績の下方修正を繰り返す愚

行を防ぐため、定款に役員定年は６５歳の誕生日を含む決算期末までとし、

役員経験者の名誉職、顧問職は設けないと定める。
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（当社取締役会の意見）

　取締役会としては、本議案に反対いたします。

（１）役員退職慰労金制度の不採用の件

　当社は、新たな企業統治体制構築のため役員報酬体系を見直し、年功的

かつ報酬の後払い的要素の強い本制度を廃止することを、平成29年４月20

日開催の取締役会において既に決議しております。従いまして、本議案に

おいて提案された定款の新設は不要であると考えております。

　また、各役員の在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に

則った相応の打切り支給は妥当であり、第８号議案でのご審議も含め、十

分にご理解いただけるものと考えております。

（２）役員定年の件

　当社は役員の定年を定めた「役員の定年に関する内規」に従い、取締役

会において当該役員の定年延長に関する経営上の必要性、妥当性等を十分

に審議し、合議により決定しており、役員の年齢のみを基準とする定款へ

の規定新設は必要ないものと考えております。

　なお、定年後の役員に対し業務を委嘱する場合、永年培った能力、経

験、実績等から、実務に則し、後進の育成等にも有用であると判断する場

合のみ委嘱をするものであり、名誉職等に該当するものではありません。

第10号議案　剰余金の処分の件

第７８期の期末配当につきましては、期末配当１株につき２２円５０銭を提

案いたします。

理由　平成７年の上場時の株価は１，４１０円に対して平成２９年４月２８

日終値は５４４円に低迷し１株当たり純資産１，７４９円（平成２８年９月

末）の３分の１以下の評価しかされていません。半期配当１株につき７円５

０銭に期末配当１株につき２２円５０銭を加えて年間３０円配当とし、配当

政策により株式市場における当社の評価を向上させ、株主全員の利益とします。

配当財産の種類

　金銭といたします

配当財産の割り当てに関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき２２円５０銭といたします。

　なお、この場合の配当総額は１３８，３９８，６２５円となります。

剰余金の配当が効力を生じる日

　平成２９年６月３０日といたします。
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（当社取締役会の意見）

　取締役会としては、本議案に反対いたします。

　当社は、安定配当の継続こそが長期間当社の株式を保有いただいている多く

の株主様の共通の利益に資すると考え、急激な事業環境の悪化により業績不振

に陥った状況におきましても、安定配当の基本方針を貫く配当政策を実行して

まいりました。

　今後におきましても、株主様への安定配当の維持を大前提に、将来における

機動的経営投資と財務体質の健全性とをバランスさせながら慎重に配当政策を

決定したうえで、株主の皆様に剰余金の処分案を提案してまいります。

　第78期の期末配当につきましては、１株あたり普通配当７円50銭に５円の記

念配当を加えて、当社普通株式１株につき12円50銭とする剰余金の処分案を、

第１号議案「剰余金の処分の件」において提案しております。

第11号議案　取締役１名解任の件

　（１）北川芳徳取締役解任

理由　平成７年の上場時の株価は１，４１０円に対して平成２９年４月２８

日終値は５４４円に低迷し１株当たり純資産の３分の１以下の評価しかさ

れていません。

株主として当社の業績、発表を検査すると平成２３年３月期に特別損失とし

て減損損失２１億円を発表し実績は連結で２８億６５百万円１株当たり４

５８．６０円の損失を計上。平成２７年１１月９日、業績予想の修正にて連

結売上高１５億円の減少を発表。平成２８年４月２５日、純利益は増加させ

たが、さらに連結売上高５億円の減少を発表。平成２８年１１月７日に又し

ても業績予想の下方修正を行い平成２９年３月期通期連結業績予想は売上

高１３７億円から２５億円減少の１１２億円と発表。広く一般から出資さ

れ、業績を向上させなければならない上場企業の取締役としての職務を執行

できず、長年にわたる経営判断の誤り、能力の欠如が明らかである。

（当社取締役会の意見）

　取締役会としては、本議案に反対いたします。

　北川芳徳氏につきましては、永年にわたり当社グループの事業を指揮してき

た実績を有し、そこで培った経験及び能力について十分に勘案し、第３号議案

「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」において、取締

役候補者といたしております。

以　上
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定時株主総会会場ご案内図

会 場 大阪府四條畷市中野新町10番20号

当社本社３階会議室

ＴＥＬ　（072）876－1121（代表）

交 通 ■　ＪＲ学研都市線四条畷駅より徒歩約15分

■　京阪電車大和田駅より京阪バス(系統)にて

国道中野下車徒歩約３分


